
高齢者の定期予防接種費用助成について
（償還払い）

入院、入所及び疾病による事情等により、高浜町の指定医療機関で定期予防接種が
できない方を対象に、予防接種にかかった費用の助成を行います。

※１予防接種実施依頼書とは…
「この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住
民登録のある市町村長が責任を持って対応します」ということを接種する医療機関などに示す書類
です。

①「高浜町予防接種（B類疾病）実施依頼書交付申請書」を
  保健福祉課に申請する。

②「高浜町定期予防接種（B類疾病）実施依頼書※１」 が届く

③接種を希望する医療機関に接種の予約をし、予約した日に
  接種を受ける。

＜当日の持ち物＞
・高浜町定期予防接種（B類疾病）実施依頼書
・定期予防接種予診票 ・マイナ保険証または資格確認証
・接種費用 ・お薬手帳

④接種後、接種費用を支払い「領収書」「予診票」を受け取る

⑤下記の書類を揃えて保健福祉課に償還払いの申請を行う

・高浜町定期予防接種（B類疾病）費用助成金交付申請兼請求書
・領収書(接種した予防接種の種類及び金額の分かるもの）
・予診票
・振り込みを希望する口座の写し
（通帳やカードの口座番号のわかるもの）

⑥接種費用助成額が振り込みされる

①依頼書申請
⑤償還払申請 ③受診・支払い

②交付決定・依頼書発行
⑥助成金支払い

④領収書・予診票の発行

償還払いの流れ
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予防接種 対象者 自己負担額

高齢者
インフルエンザ

65歳以上 1200円

新型コロナ
ウィルス感染症

65歳以上 5100円

帯状疱疹
生ワクチン 2800円

不活化ワクチン 7100円/回

高齢者肺炎球菌 65歳 2600円

＜自己負担額＞

医療機関で支払った金額のうち、自己負担額を差し引いた金額を助成いたします。
各予防接種の自己負担額は下記をご確認ください。

①実施依頼書の交付は申請後２週間ほどかかりますので早めに手続きをお願い
します。

②助成対象の予防接種には接種期間があります。事前に送付しています案内・予
診票で確認の上、手続きをお願いします。

③償還払の申請は、予防接種を受けた年度末（３月３１日）までとなっていますので
お気を付けください。

注意事項

申請
お問い合わせ

高浜町保健福祉課 保健グループ

〒９１９－２２０１ 高浜町和田１１７－６８
0770-72-2493

医療機関で
支払った額

ー
下記の

自己負担額 ＝ 償還払いで
戻ってくる金額

※上記自己負担額は令和８年３月３１日までの金額です
※生活保護受給者の方は自己負担金はありません

助成金額

６５歳・７０歳・７５歳
８０歳・８５歳・９０歳
９５歳・１００歳
１０１歳以上
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